
JW回答

複数一括入力は、複数社の廃棄物を同日に処理した際に、同じ内容（処分終了日・処分担当者）でまとめて報告することを想定

した機能です。条件が異なる複数のマニフェストを一括で報告したい場合は、複数一括入力で再資源化等の情報を入力後、処分

終了日と処分担当者を個別に変更することで活用できます。

将来的な紙マニフェストへの拡張について、JWセンターでは承知しておりません。

説明会資料では、処分パターンについて基本的な事項を理解していただくため、シンプルな例を示しています。

個社における様々な処理フローについては、帳簿情報等を参考に個社におけるフロー図等を作成いただき、パターンを作成して

いくことが考えられます。

報告事項はご理解のとおりです。

排出事業者が確認できる情報は再資源化等の情報として処分業者がマニフェストに入力した情報すべてです。

従来から、最終処分終了報告に際しては、マニフェスト上で当該最終処分事業場等の情報を提供することが求められており、同

様な考え方のもと、最終処分に至るまでの間の処分業者について同様の情報を提供することにより、適正処理の更なる確保がな

されるものと考えています。

お示しいただいた例の場合でも、電子マニフェストを使用している一次処理業者は排出事業者に再資源化等の情報の報告義務が

あります。一次マニフェストが電子マニフェストであれば、二次マニフェストが紙、電子にかかわらず、一次マニフェストの報

告には再資源化等の情報が必要です。

独自の名称を設定することができます。また、パターンの名称はマニフェストに入力されるものではないので、排出事業者に伝

わるものでもありません。

一覧には処分先は表示されないため、確認できません。

パターン名称に処分先などの情報を入力することで、パターン選択時に確認することができます。

A1.一つの廃棄物から2種類の再資源化物が生じるパターンを作成することも可能です。

A2.受託廃棄物がすべて再資源化された場合は最終処分になるため、その後に最終処分業者を追加する必要はありません。

システム上制限は設けていません。

なお、パターンは一覧上に表示する件数を50件/100件/500件から選ぶことができます。

再資源化等の情報に入力する数量の単位はすべて「㎏」になります。廃棄物の数量、運搬量及び受入量で「㎏」以外の単位を利

用している場合にも、再資源化等の情報の各数量は換算係数で自動的に「㎏」になります。

直接委託する処分業者からの情報収集、働きかけをしていただき、最終処分までの全ての情報を報告していただく必要がありま

す。

行政からの情報収集にかかる指導については当該行政にご確認ください。

手引きでは、処分パターンについて基本的な事項を理解していただくため、シンプルな例を示しています。

パターンへのあてはめは、２次マニフェストに登録した情報を踏まえ、想定されるパターンを最終処分終了報告の際に選択する

ことが考えられます。

複雑な組成からなる産業廃棄物への対応については、これまでの受託実績を踏まえた最終処分終了報告のパターンを作成いただ

く運用が想定されます。


